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空港経営改革の実現に向けて（案） 

（空港運営のあり方に関する検討会報告書） 

 

 

１ 背景 

 

（１）国土交通省成長戦略の策定 

平成 22 年 5 月 17 日に発表された「国土交通省成長戦略」は、人口減少・少子高齢化社

会の中で、我が国がアジアの成長を積極的に取り込みながら経済の持続的成長を図ってい

くため、実現性のある具体的な改革の道筋を示すべく策定された。 

特に、国際展開・官民連携、観光、航空、海洋、住宅・都市の 5 分野について、今後、

更なる発展が期待できる分野であるとの認識のもと、旧来のパラダイムを転換し、大胆な

政策提案を行ったものである。 

 全体認識として、公共事業費減少の中、「財政に頼らない成長」を大原則とした上で、

ばらまき行政・再配分政策からの脱却を図り、「民間の知恵と資金」が積極的に活用され

る仕組みの導入を志向することとされた。さらに、経済活動のグローバル化・国際展開に

対応し、地域の自由かつ自主的な活動を支える人材育成に取り組むこととされた。 

 また、戦略の実効性確保のため、短中長期の工程表を明確に示すなど、政策運営の PDCA

サイクルを盛り込んでいる。 

 

（２）国土交通省成長戦略（航空分野）の内容 

 このうち航空分野については、ヒト・モノ・カネの流れを島国である我が国に取り込ん

でいくため、世界へ、アジアへ開かれた航空政策に抜本的に転換することが主眼とされた。 

 その具体的戦略として、首都圏空港を含む徹底的な航空自由化（オープンスカイ）に向

けた各国との航空交渉を着実に進めるとともに、我が国の空のボトルネックとなってきた

羽田、成田の容量拡大や運用制限の緩和を実現することが最重点課題とされた。 

 それと並んで、航空会社の事業活動のプラットフォームとしての空港についても、全国

の空港整備が一巡したことから、「整備」から「運営」への政策シフトを着実に実行し、

「民間の知恵と資金」を最大限に活用しつつ、世界標準による徹底した効率的経営を促す

べきとされた。 

 具体的には、中期においては空港ビル会社等の空港関連企業と空港本体の経営を一体化

させるとともに、民間への運営委託ないし民営化を進めることを目標とし、短期において

はそこに至る道筋として、空港関連企業の経営の透明化と地代の適正化を図る方向性が示

されている。 

 また、関空（関西国際空港）を首都圏空港と並ぶ国際拠点空港として再生するため、関

空・伊丹（大阪国際空港）の経営統合を先行させつつ、両空港の事業を運営する権利（公

共施設等運営権）を一体で民間に付与する手法（いわゆる「コンセッション＝運営委託」）
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を検討することとされ、これは全国の空港経営の改革に向けた先行事例との位置づけがな

されている。 

 その上で、こうした航空政策のパラダイムシフトの集大成として、いわゆるロー・コス

ト・キャリア（ＬＣＣ）の空白地帯とされてきた我が国においても、その新規参入が可能

となるよう、自由、透明で、低コストの事業環境を形成することとされた。 

 

（３）空港運営のあり方に関する検討会の設置 

 航空分野に係る国土交通省成長戦略の骨格部分については、「新成長戦略」として平成

22 年 6 月 18 日に閣議決定され、これまでに７ヶ国・地域と首都圏空港を含むオープンス

カイについて合意したほか、昨年 10 月には羽田空港の国際化が実現し、また、成田空港の

容量拡大に向けた取り組みも確実に進んでいる。さらに、関空の機能を強化し、伊丹を含

めたフル活用に向けた法律が今国会で成立したほか、国内外のＬＣＣの新規参入に向けた

動きも具体化するなど、各分野において一定の具体的成果を挙げつつある。 

 一連の改革は、空港関連企業と空港との経営一体化、更には空港の民間への運営委託等

を通じた空港経営の改革と相まって、その効果が極大化するものであるが、その具体的手

法については、より幅広い関係者による専門的な議論が必要とされたため、昨年 12 月に新

たに設置された「空港運営のあり方に関する検討会」において、国管理の 27 空港（伊丹を

除き、自衛隊等との共用 8 空港を含む。）を対象として検討を行い、可及的速やかに結論

を得ることとされた。 

 

 

２ 国管理空港の現状と課題 

 

（１）空港の果たす役割 

 空港は、以下のように我が国、そして各地域にとって必要不可欠な公共的役割を担う重

要インフラであり、空港経営の改革に当たっては、空港がこうした本来の役割を最大限に

発揮できる方向で進めていく必要がある。 

 第一に、我が国の世界に向けた空の玄関口として、我が国の国際競争力の強化や持続的

な経済成長の実現のため、成長著しいアジアを中心に、世界から我が国にヒト・モノ・カ

ネを積極的に呼び込む「我が国の成長エンジン」としての役割である。 

 第二に、国際・国内航空ネットワークの拡充とアクセス道路やアクセス鉄道等との有機

的な結合による利便性の高いサービスの提供を通じた、「地域の交通結節点」としての役

割である。また、離島等の地域間交通網が脆弱な地域においては、生活に必要不可欠な「住

民の足」である航空輸送の要としての高い公共性も有している。 

 第三に、地域の情報発信や賑わいの創出、地域資源の迅速な輸送等を通じた、「地域の

観光振興や産業振興の拠点」としての役割である。すなわち、観光客、ビジネス利用者も
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含めた交流人口の拡大に伴い、消費の拡大、ビジネス機会の拡大等を通じて地域へ多大な

経済波及効果をもたらす存在でもある。 

 第四に、大規模災害の発生時には空港の持つ拠点性を活用した被災自治体の支援拠点と

して、また有事の際には我が国の安全保障のための拠点として、いわば「安全・安心の拠

点」としての役割も担っている。先の東日本大震災では、道路や鉄道といった地域間の陸

上交通網が甚大な被害を受けた中、福島空港、山形空港、花巻空港等、東北地方に所在す

る空港が震災直後から緊急支援物資の輸送拠点等として活用されたほか、空港そのものに

甚大な被害が発生した仙台空港においても、地震発生 5 日後から救援機の受入れが開始さ

れるなど、空港の持つ防災拠点機能が改めて確認されることとなった。 

 先述の通り、航空自由化（オープンスカイ）の進展により、各国・地域との間で、参入

企業数、路線数、便数等に関する制限を相互に撤廃する流れが進み、本邦社・外航社とも

に、新規企業の参入、新規路線の開設や増便に向けた動きが具現化している。また、中国

人観光客に対するビザの緩和を含め、国のインバウンド観光施策も深度化が進んでいる。 

 このような中で、各空港の特性を活かした戦略的な空港経営が可能であれば、こうした

流れをキャッチして、国内外の航空ネットワークの強化、インバウンド観光客の増大、更

には地域経済の活性化や雇用の創出等に繋げていくことができる、絶好の「機会」が生ま

れつつあると言える。 

 

（２）国管理空港の経営構造と課題 

 我が国では、成田国際空港株式会社などの空港会社が管理する空港が 3 空港、国が管理

する空港が 28 空港（うち、自衛隊等との共用空港が 8 空港）、地方自治体が管理する空港

が 67 空港（うち、離島空港が 34 空港）の合計 98 空港が供用されている。 

国管理空港では、航空系事業と呼ばれる滑走路、誘導路、エプロン等の空港基本施設は

国土交通省が管理し（共用空港では滑走路等の共用施設は防衛省が管理）、その収入財源

である着陸料等は、路線ごとの割引等は設定されているものの、年度ごとの全空港の収支

バランスを考慮して、基本的には全国一律のタリフが告示において定められている。その

ため、空港の特性を活かした機動的で柔軟な利用料金設定ができていないことに加え、空

港毎の収支の透明度が低く、収入増加と費用圧縮のインセンティブ（効率化インセンティ

ブ）の欠如が指摘されている。 

さらに、我が国特有の経営構造として、非航空系事業と呼ばれる空港ターミナルビル等

は、国とは異なる民間会社、第 3 セクター等の主体が、空港法に基づき「空港機能施設事

業者」としての指定を受け（指定期間：3 年、ただし最長 2 年まで更新可能）、その上で

国有財産法に基づく国有財産の使用許可を受けて（許可期間：原則 1 年）、施設を設置し

事業活動を行っている。 

このように航空系事業が全国一律のルールの下で運営され、また、航空系事業と非航空

系事業の担い手が分離していることから、 
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  航空系事業の効率的経営を通じた利用料金（着陸料等）の低廉化・適正化→就航便数

の増加→利用旅客数の増加→非航空系事業収入の増加 

  物販、テナントマネジメント、ホテル等、それぞれの分野のプロによる経営を通じた

非航空系事業収益の向上→航空系事業の利用料金の低廉化・適正化 

  空港マーケティング、オペレーションマネジメント等の継続的レベルアップ 

といった、世界標準の空港経営ができていない。またそのために、空港マネジメントのプ

ロが育たない、育ちづらいといった問題が発生している。 

 結果として、各空港の特性を活かし、地域の関係者と連携して行う戦略的な誘致活動や、

これと合わせた機動的で柔軟な利用料金設定等の取り組みが進まず、我が国の、そして地

域の重要インフラたる空港の利用料が高止まってしまっている。また、空港施設そのもの

の集客力・収益力等の魅力向上に向けた取り組みにも課題が残る。 

そのため、枠組みの上ではオープンスカイ（航空自由化）が着実に進行しているにも関

わらず、地域にとっては、地域や空港のポテンシャルを最大限に活用した航空ネットワー

クの拡大や利用者増の機会を活かしきれていない状況となっている。さらに言えば、高止

まりした空港の利用料は航空会社の負担として跳ね返り、我が国の航空会社の国際競争力

を阻害する要因にもなっている。利用者にとっても利便性の低下を招く結果となっている。 

 

（１）で述べた空港が本来果たすべき役割を最大限に果たさせるためにも、こうした我

が国特有の経営構造の改革が求められている。 

 

（３）空港整備勘定の仕組みと課題 

 空港の整備や運営に用いられる国の予算については、利用者負担の原則の下、主として

航空会社からの着陸料等の収入や空港ターミナルビル等からの国有財産使用料（地代）で

滑走路等の空港基本施設の維持運営を行い、その剰余分及び一般会計（航空機燃料税及び

一般財源）からの繰り入れ（平成 23 年度予算ベースで 719 億円）により滑走路等の空港基

本施設の整備を行っている。ただし、羽田空港の整備については、財政投融資等からの借

入金も用いていることから、空港整備勘定には現時点で約 1 兆円の債務が存在しており、

平成 52 年度までその償還が続く見通しである。 

なお、着陸料等の収入や国有財産使用料については、空港基本施設の維持運営のほか、

財政投融資等からの借入金の返済、福岡空港及び那覇空港における民有地借料の支払い等

にも充てられている。 

 これらの収支の管理は、いわゆる全国プール制によって行われているが、航空系事業に

ついて空港別に収支を試算すると、試算の前提にもよるが赤字経営となっている空港も存

在している。これは、航空系事業が、これまで全国への空港整備に力点を置き、個別空港

の「経営」という視点から捉えられてこなかったため、とも言える。 
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 一方で、諸外国では航空系事業と一体で運営されている非航空系事業については、国に

対して一定の地代を支払った上で一種独占的、継続的に経営されており、大半が黒字経営

である。 

これらの収支は適切なガバナンスの下でプロによる経営が行われていない段階の数値で

はあるが、仮に非航空系事業の収支を上記の航空系事業の収支の試算と単純合算すれば、

大多数の空港は毎年キャッシュを生む事業であり、民間への運営委託等の対象として適し

たものと考えられる。さらに、経営効率化に伴う効果、今後のＬＣＣも含めた新規企業の

参入や既存企業の路線拡大や増便、これによる旅客増も含めて考えると、適切な制度変更

によって、利用者、国民、地域、航空事業者等関連業界のすべてにとって、「パイの拡大」

メリットの享受が可能となる。 

  

 

３ 課題解決に向けた２つの方向性と４つの基本原則 

 

本検討会では、こうした課題の解決に向けて、以下の２つの方向性を設定した。 

  

① 真に魅力ある空港の実現 

既に述べたとおり空港は公共交通インフラとして高い公共性・公益性を有しており、今

般の改革を通じて世界標準の空港運営を実現することにより、航空会社、利用者双方にと

っての空港の魅力を向上させ、就航会社、路線、便数の拡大や利用者数の増大を通じてそ

の役割を一層高めていくことが求められる。 

国際航空の分野において、地方空港も含め、新規企業の参入や既存企業の路線拡大等の

可能性の高い近隣アジア諸国との関係を中心に航空自由化（オープンスカイ）が進むとと

もに、地方路線も含めた実際の担い手として期待を集めるＬＣＣが日本を含むアジア諸国

において急速に発展しつつあるという航空をめぐる環境の激変を踏まえると、地域振興の

拠点としての空港の側においても、こうした環境変化に迅速かつ柔軟に対応できるような

環境整備を図ることが急務と言える。 

すなわち、本改革を通じて、内外のエアラインのネットワーク拡大とインバウンド観光

客の増大を共通目標とする空港・地域が相互に Win-Win となる環境を整備することにより、

空港ターミナル内での物販・飲食等の拡大は勿論、地域の宿泊・物販等の拡大、新たなビ

ジネス機会の創出等を通じ、地域の雇用拡大・経済活性化に繋がっていくことを目指すこ

ととする。 

またこれにより、空港利用料金負担の低減や利用者増による我が国航空会社の国際競争

力強化、さらには空港機能の向上による利用者利便性の向上に繋がることが期待される。 

 

② 国民負担の軽減 
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多くの国管理空港において、航空系事業がキャッシュフローベースで赤字を抱え、更に

羽田空港の財政投融資等からの借入金が 1 兆円に達する状況の中で、①の観点から着陸料

等の利用者負担の低廉化を図りつつ、これが国民負担の拡大につながらないよう、必要な

手立てを打つことが重要である。 

そのため、航空系事業と非航空系事業の経営一体化、航空系事業に係る利用料金設定の

機動性や柔軟性の拡大、民間の知恵と資金の活用、空港間の競争環境の醸成等により、空

港経営の徹底的な効率化を図り、現状の赤字を最小化ないしは解消し、あるいは事業価値

の最大化を図ることを目指すこととする。 

 

その上で、これらの方向性に沿って具体的な検討を進めるため、以下のような４つの基

本原則を取ることとする。 

 

 ① 航空系事業と非航空系事業の経営一体化の推進 

 空港が国、あるいは地域にとっての公共インフラとしてその役割を最大限に発揮するに

は、まずは航空会社が就航したくなる、魅力的な空港となることが重要である。 

 そのためには、空港が主体性を持ちつつ、地方自治体や地元観光関係者等と一体となっ

て戦略的に誘致活動を展開するとともに、機動的で柔軟な利用料金設定を行うことが必要

条件となる。 

 この財源を確保するためには、創意工夫により、非航空系事業を含めた施設全体として

の集客力、収益力等の魅力を高める努力が必要不可欠である。こうした努力により、利用

者の空港に対する評価が上がることは、ひいては航空会社にとっても就航に向けたインセ

ンティブの一つとなり得る。 

 航空自由化が進展し、各国・地域の空港間競争が激化する中で、こうしたプラスのサイ

クルを実現可能な環境を整備するためには、我が国特有の経営形態である航空系事業と非

航空系事業の分離を是正し、世界標準の空港経営が実現できるようにすることが極めて重

要な出発点となっている。 

 また、民間投資家から見ても、空港経営の収益ドライバーは非航空系事業収入の拡大で

あり、以下のとおり民間の知恵と資金の導入を促進する観点からも、航空系事業と非航空

系事業の経営一体化が必要である。 

 

② 民間の知恵と資金の導入とプロの経営者による空港経営の実現 

 ①の経営一体化の実現とあわせて、民間の知恵と資金を導入しプロの経営者による空港

経営を実現することが重要である。 

 見直し後の空港運営形態については、災害時等の不測の事態への対応を含め、空港が担

うべき国、あるいは地域の公共インフラとしての役割を担保する必要があること、また、

民間投資家は過去の投資をサンクコスト化した上で将来のキャッシュ・フローをもとに事

業価値を算定し投資判断を行うため、民間の知恵と資金の導入を促進するには施設保有に
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伴うコスト（税、減価償却費等）を軽減する必要があること、といった観点から検討を行

った。 

 その検討結果を踏まえ、本検討会としては、土地（場合によっては空港基本施設（滑走

路、エプロン等）を含む。）の所有権については引き続き国に残し、改正ＰＦＩ法に基づ

き、航空系事業と非航空系事業を一体的に運営する権利（公共施設等運営権）を民間の空

港運営主体へ付与する、いわゆる「コンセッション＝運営委託」方式を主たる手法として

想定することとする。 

 また場合によっては、民間の知恵と資金の活用という原則を守りつつ、③の幅広い意見

募集の結果も踏まえ、その他の民営化手法も含めて検討し、空港経営の改革を実現すべき

である。 

 

③ 空港経営に関する意見の公募と地域の視点の取り込み 

 ②の民間への運営委託を適正に行うためには、新たな空港運営主体の募集に先立ち、空

港運営を希望する投資家や既存のターミナル事業者等の民間事業者から、空港や地域が抱

える個別事情を踏まえた運営形態や経営手法について、幅広く意見を募集するマーケッ

ト・サウンディングのプロセスを組み込むことが適当である。 

 これにより、国においては集約された民間の知恵を活用して具体的な制度設計を行うこ

とが可能となることに加え、空港運営を希望する者の側でも情報交換や将来のコンソーシ

アム形成促進といった効果が期待される。 

 また、空港と地域の関係に着目すると、既に述べた空港が地域に果たす役割に加え、多

くの地方自治体がターミナルビル事業者の株主となっており、またポートセールスについ

ても地域主導で行われているなど、国による空港運営とは別に地域による空港活性化のた

めの取り組みが行われている例も見られる。従って、こうした地域の取り組みと一体とな

った空港運営を実現する観点から、国において空港経営改革に関する実行方針を定める際

や、上記のマーケット・サウンディングのプロセスにおいて、既存のターミナルビル事業

者や地方自治体等からも十分に意見を聴取した上で、具体の制度設計に取り組むことが重

要である。 

 

④ プロセス推進のための民間の専門的知識・経験の活用 

 ①の経営一体化及び②の運営委託の推進に際しては、一連のプロセスの進行管理、また

委託側の課題として、提案主体との交渉ノウハウや価格・事業内容の評価等、これまでの

行政にはない専門知識が必要となる。そのため、現在の航空系事業の主体であり、運営委

託後も土地（場合によっては空港基本施設（滑走路、エプロン等）を含む。）の所有権を

持ち続ける国が中心となりつつも、民間の専門的知識・経験を積極的に活用するとともに、

そのノウハウを共有・蓄積できる体制を構築する必要がある。 
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４ 海外事例の検討 

 

 本検討会では、空港経営改革の手法を諸外国の先進事例から学ぶために海外事例の検討も

行った（その概要については別紙参照）。 

 以下では、具体的なメリット創出の事例と各事例からの学びについて触れる。 

 

（１）具体的なメリット創出の事例 

民営化等により民間の知恵を活用し、空港の更なる活性化を達成した海外の象徴的な事

例としては、イギリスのロンドン・シティ・エアポートが参考となろう。 

 ロンドン・シティ・エアポートはロンドンに所在する５空港の中で、最も市街地中心部

に近いという特徴がある一方、滑走路が 1,508 メートル（丘珠空港と同程度）しかなく長

距離路線の就航が難しいという側面を有している。当該空港は従前より民間企業により運

営されていたが、業容拡大意欲に乏しく乗降客数は頭打ちの状況であった。 

長距離路線の就航が困難というのがロンドン・シティ・エアポートの共通認識であった

が、2006 年に運営権を取得した GIP は British Airways に働き掛け、ビジネス客に特化し

たニューヨーク便の就航を実現している。これは、滑走路長の問題を克服するため、ロン

ドン・シティ・エアポートを離陸後に一旦アイルランドの Shannon 空港へ給油のために着

陸し、搭乗客は給油時間中に米国税関・入管手続きを行い、待ち時間にショッピングや食

事などを楽しむというスキームを導入した。到着時には入国手続きが終了しているため、

世界でも有数の混雑空港である JFK 空港においてスムーズに入国できることで、活況を呈

している。 

しかしながら、ロンドン・シティ・エアポートの利用者のメリット創出に向けた取組み

は、上述したような象徴的な事例のみにあるわけではなく、現場職員の雇用の保証等を通

じた経営者と現場職員との信頼関係確立の賜とも言える細かい改善の積み重ねにあるとさ

れている。例えば、単位時間あたりの発着枠の増加や定時運航率の向上への取り組み、セ

キュリティーレーンの増強に伴う待ち時間の短縮等、地道な努力の積み重ねの結果、利便

性やサービス水準の高さから当空港を利用するリピーターが増加している。このような地

道な努力の結果、利用者の支持を得ることに成功し、2001 年時点で 1.5 百万人（うち、国

際線 1.2 百万人）であった乗降客数が、2010 年時点では 2.8 百万人（うち、国際線 2.2 百

万人）に増加している。 

 

（２）海外事例からの学び 

 

① 契約のあり方 

 先行的に民営化等を推進してきたイギリスでは、前述の通り BAA の保有株式を全て株

式上場し、当初は重要決議事項の拒否権を有する黄金株を政府が保有していた。しかし
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ながら、EU の最高裁判所による指令により民営化当時には想定していなかった黄金株の

償却により、最終的にはフェロビアルが率いるコンソーシアムに買収された経緯を持つ。 

 当然のことながら民営化等を実施する場合には、民営化時点では想定しえない事象が

発生することがあり得る。諸外国では、例えば民営化等の実施後に一定の周期を設定し

てモニタリング等を実施しており、我が国における民営化等においても、経済情勢等の

変化や民営化等を実施する時点で担保できないリスクに対して機動的に手当てができる

よう、制度を見直すことが可能な仕組みについても検討する必要があろう。 

 

② 規制の在り方 

諸外国においては独占／寡占インフラである空港の独占利潤の追求リスクを排除する

ため、主要空港に対して料金規制を行っている事例が存在する。ただし、これらの料金

規制を導入している国においても、民営化等が達成された全ての空港に対し一律の規制

を課しているわけではなく、独占利潤の追求が可能な高需要の空港に限定している。ま

た近年では料金規制を導入している国についても、単一的な料金規制ではなく、空港運

営者に対しコスト削減のインセンティブを与えるプライスキャップ規制という規制手法

をとっているところである。 

当該規制は規制料金を算出する際に、料金低廉化の目標値（キャップ値）を算出手法

に取り入れることで利用者負担が軽減される。また、空港運営企業としては目標値を超

えたコスト削減努力は自社の利益に直結するため、コスト削減に対してインセンティブ

が出る仕組みとなっている。 

なお、収益の改善に向けコスト削減を重視するあまり、妥協の対象となりやすいサー

ビスや安全性等を向上させるため、航空会社や旅客によるアンケート等を通じたサービ

ス監視制度等を導入し、一定の水準を満たした空港については、プライスキャップ規制

の規制料金にサービス水準達成ボーナス等を加算する仕組みを取り入れている事例もあ

る。 

上述のように、諸外国における料金規制については、利用者負担の軽減及びサービス

水準・安全性の確保、並びに空港運営会社の利潤確保の両立を目指した規制手法を取っ

ていることに十分留意しつつ、我が国における規制のあり方を検討する必要があろう。 

 

③ コンセッションプロセスの在り方 

諸外国における民営化等において、契約プロセス（長期リース契約）により民営化等

を実施した事例としてオーストラリアの事例は我が国においても一つの参考事例となり

えよう。 

具体的には、オーストラリアでは、新運営会社との契約締結までに Express of 

Interest（関心表明）、 Indicative Bids（仮入札）、 Binding Bids（最終入札）とい

う 3 段階のプロセスを設定している。この契約プロセスでは、最初に入札金額の提示を

必要としない Express of Interest（関心表明）という段階を用意することで、より多く
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の入札者を参加させる仕組（入札価格の最大化の仕組み）を用意している。また、すべ

てのプロセスに評価委員会を設置することで、空港運営者としての適正性の見極めを慎

重に行い、最終的な空港運営者を決定する仕組みとしている。Indicative Bids（仮入札）

や Binding Bids（最終入札）の評価委員会の基準には、「売却収入の最大化」はもとよ

り「政府の提示した目標の充足」や「従業員に対する公平で平等な扱い」、「効果的な

空港サービスに対する開発への誓約」等を選定の条件としており、民営化等に伴い顕在

化するリスク等に対しても新たな運営者が十分な対策を講じているか（また講じるつも

りがあるか）、という観点から選定を実施している点は、我が国においても参考となり

えよう。 

 

 

５ 空港経営改革の実行プロセス 

 

 空港経営の改革に際しては、地域の経済・観光振興への貢献、利用者利便の維持・増進、

赤字経営の縮小・解消を通じた国民負担の軽減、民間側にとっての投資対象としての魅力

度アップといった、場合によっては相反する結果に繋がりかねない様々な行政ニーズ間の

バランスを取ることが求められる。 

 また、27 の空港それぞれに個別事情が存在するところ、原則を大きく揺るがさずに、こ

うした個別性に一定程度配慮していく舵取りが必要となる。 

 そうした柔軟性を確保するため、以下の実行プロセスを踏むことが適当である。 

 なお、改革の目標年次としては、今から 10 年後の概ね 2020 年度（平成 32 年度）中を目

処に国管理の 27 空港すべての経営改革を実現することを基本目標とし、以下の実行プロセ

スについては、現在空港ターミナルについては底地のみを国が所有しており、関係者の合

意を経て進める必要があるという観点から、「空港機能施設事業者」の指定（指定期間：3

年、ただし最長 2 年まで更新可能）及びこれと併せて行われる国有財産の使用許可のスケ

ジュールを踏まえつつ、段階的に実施していくことが必要である。 

 

（１）「空港経営改革の実行方針」の策定 

今から 1 年後の来年夏頃までを目処に、「空港経営改革の実行方針」を策定し、公表す

ることとする。当該実行方針は、本検討会の提言内容を踏まえ、政府の方針として、空港

経営改革の目的と方向性の「原則(Principle)」、実行スケジュール等について定めるもの

とする。 

本提言を受けた空港経営改革については、地域経済へのインパクトも大きく、それ故に

地方の関係者の関心も高いと考えられるため、国が実行プロセスの開始前に方針を示すこ

とが望ましい。 

また、民間の知恵と資金の導入を促進する観点からも、政策の安定性・予見性を確保す

ることが求められ、国としての実行方針の公表はこうしたニーズにも応えるものと考える。 
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 なお、本実行方針は、あくまで 27 空港に共通の事項を定めるものではあるが、こうした

観点から、地方自治体や空港ビル会社等の関係者から意見聴取をした上で取りまとめるこ

とが求められる。 

 

（２）マーケット・サウンディングの実施 

 上記の「空港経営改革の実行方針」を策定後、速やかにマーケット・サウンディングを

実施する。 

 具体的には、対象空港を明示したうえで空港運営を希望する投資家や既存のターミナル

事業者等の民間事業者、更には関係自治体等、地域の関係者から、空港や地域が抱える個

別事情を踏まえた具体的な運営形態や経営手法について、幅広く提案を募集することとす

る。その際には、国側で有している開示可能な情報を最大限開示することや、ノンバイン

ディングな公募受付とする（すなわち提案内容について拘束力を持たせず最終的な入札段

階において変更を認める）こと等、より多くの提案がなされるような工夫が望まれる。 

 これにより、様々な行政ニーズ間のバランスを確保するとともに、空港や地域が抱える

個別事情を踏まえつつ、公共施設等運営権の民間への付与に向けた具体の制度設計が可能

となる。 

 この過程で、既存のターミナル事業者を含む地方や空港の事情に精通した「意欲ある地

域企業等」による提案や、こうした企業等と「マネジメントのプロ」による共同提案が出

てくる可能性もあるが、他の提案者がある場合の公平性の担保と国民負担軽減の原則の中

で、こうした提案についても積極的に受け付けることとする。 

 また、マーケット・サウンディングの結果、複数空港の一体的経営により、コストの低

減、ネットワーク効果等を通じて、相当程度の経営改善が図られる空港が出てきた場合に

ついては、広域間競争を担保しつつ、複数空港の公共施設等運営権を一括して民間に付与

する手法（バンドリング）についても検討することが必要である。 

 

（３）経営一体化と運営委託の推進体制の整備 

 更新後の「空港機能施設事業者」の指定の期限が到来する 2013 年度（平成 25 年度）中

の早い段階で、経営一体化と運営委託の推進体制を構築し、当該新体制による具体的なプ

ロセスに着手する。 

 具体的には、①マーケット・サウンディングを踏まえた民営化手法等の具体的な検討、

②経営一体化に向けた空港関連企業との円滑な交渉（必要に応じ、空港関連企業の株式や

事業資産の取得を含む。）、③投資家や民間事業者にとって十分な内容の開示資料の作成、

④新たな民間の運営主体の選定及び契約締結、運営モニタリングの支援、等を行うための

プロ集団を立ち上げることが望ましい。 

 こうした取り組みについては、当該取り組み自体が本邦初のものであるため、官と民の

知識と経験を総動員するとともに、効率的にノウハウの共有化と蓄積を図っていく体制の
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構築が求められる。そのため、一定の期限付き等の条件の下に、国の外部に公的な専門機

関を新たに設置することも含めて、具体的検討を行うことが必要である。 

 

（４）運営委託等の実行 

 第 1 フェーズの運営委託を、2014 年度（平成 26 年度）以降の「空港機能施設事業者」

の指定期間内（更新期間も含めると 2018 年度（平成 30 年度）までの 5 年間）に進めるこ

ととする。 

 そのため、2014 年度（平成 26 年度）以降の指定期間に係る「空港機能施設事業者」の

指定に際し、いわゆる関空・伊丹法に基づく協定の例に倣い、各空港のターミナル会社等

と国の間で、今後の空港経営改革の進め方に関する協定の締結を図る。 

 その上で、（３）の新たな「体制」が構築され次第、当該新「体制」が中心となって、

改正ＰＦＩ法上の民間提案制度を積極的に活用しつつ、公募手法により運営委託を進めて

いくことが想定される。 

 この際には、新たな民間の運営主体と地元自治体等、地域関係者の協働関係を確保する

ため、提案はそうした地域関係者の意見を勘案した上で行われることが適当である。 

また、現状では航空系事業、非航空系事業合算でも収支が赤字となる空港についても、

経営一体化及び民間経営による収支改善効果を期待しつつ、提案に基づく他空港とのバン

ドリング等により、今回のプロセスの中で民間への運営委託を指向する。 

 このようにして、第 1 フェーズの期間内に可能な限り多くの空港の運営委託を進めた上

で、多額の財政投融資等からの借入金を抱える羽田空港等、やむを得ず同様の取扱いがで

きないものについては第 2 フェーズを設定し、その中で、経営改革の実現を目指すべきで

ある。第 2 フェーズは、第 1 フェーズの終了後、概ね 2020 年度（平成 32 年度）までの期

間と想定する。 

なお、経営改革が実現するまでの間においても、成長戦略で示された空港関連企業の経

営の透明化と地代の適正化に向けた取り組みを継続することとする。 

 

 

６ 関連する論点についての考え方 

 

（１）空港が有する公益性と民間経営のバランス 

 空港の有する公益性や自然独占性を踏まえ、民間への運営委託後も事業運営が適正に行

われることを着実に担保するため、緊張感を持った長期にわたる官民の継続的パートナー

シップを確保するための仕組みを構築する必要がある。 

他方で、民間の投資インセンティブを減退させない観点からは、恣意的な行政介入が行

われることのないよう、ルールの透明化が重要なポイントとなる。 

 具体の制度設計に当たっては、特に以下の諸事項について検討し、結論を得る必要があ

る。 
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① 安全保障、災害時等対応 

 空港は有事や大規模災害の発生時等において、救出活動・医療活動の拠点、緊急物資

の輸送のための拠点、航空機等の給油・駐機基地として、極めて重要な役割を果たして

おり、成田国際空港等の会社管理空港は、有事法制や災害対策基本法上、国等への協力

義務が課せられる「指定公共機関」に位置付けられている。 

今般の空港経営改革に際しては、新たな空港運営主体に関し、こうした点について検

討する必要がある。 

 

② サービスレベルアグリーメント 

 諸外国の先行事例からも、空港運営主体によって適正な水準のサービスが提供される

ことを確保するため、サービスレベルアグリーメント契約を締結することが望ましい。 

その際の、運営状況の評価主体については、中立性・独立性を持った第三者委員会を

設置すべし、との意見もあり、引き続き検討を深める必要がある。 

 

③ 価格等規制 

 空港経営に民間の知恵と資金を呼び込むためには、空港運営主体が需給・サービス内

容等に応じて柔軟に価格設定ができるよう、価格政策等の自由度を上げていくことが必

要である。 

他方で、空港は自然独占性を有しており、競争による料金水準の低廉化といった市場

原理が単純には働かない可能性があるため、今般の空港経営改革の主目的である経営効

率化と利用者利便の向上を制度的に担保する観点から、一定の価格等規制の必要性につ

いて検討すべきである。 

我が国においては、現時点では着陸料等は届出制となっており自由な設定が可能であ

るが、空港運営形態の見直しに伴いどのような規制が必要となるか、こうした諸外国の

事例を踏まえ、また、各空港の事情や先述のサービスレベルアグリーメントとの関係を

考慮しつつ、適切に検討することが必要である。さらに、現行制度では上限認可制とな

っており、実際には一部の空港のみで徴収されている旅客取扱施設利用料（ＰＳＦＣ）

についても、その規制のあり方について合わせて検討を行うことが望ましい。 

 

④ 契約見直し条項 

 公共施設等運営権の付与に際しては、契約時点で想定できる事項を可能な限り契約に

盛り込んでおくことが必要である。ただし、航空はテロや SARS、近年の金融危機などボ

ラティリティ（変動性）が高い産業であることに加え、そもそも契約期間が数十年とい

った長期に渡ることから、契約期間中に不測の事態が生じることが考えられる。 
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そのため、期間中の事情変更に備えて、諸外国の先行事例を参考にしつつ、国と新た

な空港運営主体との間で契約内容について双方から見直しができる枠組みについても検

討すべきである。 

 

（２）特に個別の配慮が必要な空港 

 上記の実行プロセスにおいては、個別の空港や地域の置かれた状況を踏まえながら進

めていく必要があることは言うまでもないが、特に、以下の空港については特別の配慮が

必要となる。 

 

① 羽田空港 

 羽田空港の運営見直しに関しては、現時点で 1 兆円近く残った財政投融資等からの借

入金が確実に償還可能なスキームを構築することが必要である。 

また、経営一体化に向けた交渉に際しては、ターミナル会社が上場企業であり、多く

の株主がいることや、国際線地区については PFI 契約により 30 年間の長期契約に基づい

て事業が実施されていることに留意が必要となる。 

 

② 福岡空港、那覇空港 

 福岡空港、那覇空港は民有地部分が多く、土地借料負担が多額となっているため、民

間への運営委託を実現する上では、国としての着実な土地借料の支払いについて留意が

必要となる。 

 また、福岡空港については市街地に立地していることから特に環境対策が必要となっ

ており、その着実な実施及び費用の負担についても留意が必要となる。 

  

③ 共用空港 

 共用空港については、滑走路等の共用施設は自衛隊が管理する財産であることから、

これに関する公共施設等運営権の取扱いについては自衛隊との調整が必要となる。 

さらに、共用空港では自衛隊が管制を行っていることなどから、見直し後の空港運営

への制約等についても留意が求められる。 

 

④ 八尾空港 

 八尾空港については現在定期便が運行されておらず、空港利用実態に応じた運営形態

に見直していくことが必要である。 

 

（３）大規模投資の考え方 

 民間への運営委託等の実施後は、投資判断については、一義的には民間事業者の経営判

断に委ねることとし、空港別収支の改善・空港経営の効率化を図ることとなるが、空港の
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果たす公益的な役割を踏まえ、我が国、地域さらには利用者にとって必要な投資が適切に

なされるよう担保することも忘れてはならない重要な視点である。 

 具体的には、日常的なメンテナンスは民間事業者が着実に実施する仕組みを構築するこ

とにより空港の安全性を担保する必要がある。また、空港機能や利便性を向上させるため

の投資についても企業価値向上のために民間事業者が行う仕組みを原則とし、空港インフ

ラに関する投資の効率化を最大限図ることが必要である。 

 他方、大規模災害等の不可抗力への対応については、民間において保険等で担保するか

否かについて、災害復旧時の即応の必要性、あるいは全体のコストでどちらが効率的かと

いう観点から、民間においてカバーしきれないものは原則として国側で責任を引きうける

など、検討を深める必要がある。 

 さらに、首都圏空港の機能向上のための施設整備等、国の政策上重要な先行的投資、あ

るいは直ちに収益向上にはつながらないものの、公共交通インフラとしての機能を高める

滑走路等の耐震化工事や就航率向上事業等、民間事業者の経営判断のみに委ねた場合に必

ずしも実施されない恐れのある投資については、それによる新たな収益の見込み、公共施

設等運営権の価格や民間参入意欲への影響、事業期間や必要となる資金調達の規模等を考

慮し、あるいは公共性や外部経済を勘案し政策として行われるべきものか否かを区分して、

投資のあり方を慎重に検討する必要がある。 

 すなわち、大規模投資については、すべて国であるとか逆にすべて民間であるとか二者

択一の考え方に立たず、全体最適の観点で、事柄に応じて適切に責任を分担していくこと

が必要である。ただし、民間の知恵と資金の導入を促進するには、受託側の予測可能性を

高めておく必要があり、運営委託等の実行前に、一定のルール化を図ることが求められる。 

 

（４）空港整備勘定 

 空港整備勘定については本検討会の検討対象ではないが、事業仕分けの結果のとおり、

空港経営改革の進捗にあわせて国の特別会計としての役割が限定されていくものと思われ

る。 

なおその際も、羽田空港の整備に係る借入金の償還については、同空港の着陸料等を原

資とした着実な償還が求められることに留意すべきである。 

 

 

７ 今後のフォローアップ体制 

 

 この検討結果をたなざらしにしないよう、上記の改革のプロセスを着実に進めていく必

要がある。 

 そのため、「空港経営改革の実行方針」の策定と公表、予算等の要求、空港法等の改正

法案の提出といったプロセス開始に向けての準備行為を計画的に進めるよう行政に促すと

ともに、その進捗状況を適宜フォローアップしていくこととする。 
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[別紙] 

 

諸外国における空港経営改革の取り組み 

 

諸外国では、1987 年の BAA（英国空港公団）民営化を発端に、1990 年台に入り欧州、ア

ジア、豪州等において数多くの空港が民営化されている。民営化の形態としては、空港の

土地や基本施設を保有した会社を設立する方法、国が引き続き土地や基本施設を保有しつ

つ会社を設立して運営を行わせる方法、更に同じく国が引き続き土地や基本施設を保有し

つつ民間に運営を委託する方法などが見られるが、一定のルールが存在しているわけでは

なく、個々の事情や目的に応じて様々な手法が用いられている。なお、アメリカでは空港

は地方自治体や公的機関によって管理運営されており民営化は進んでいない。 

 また、近年では航空ビジネスの競争激化に伴い空港間競争も激しさを増しているが、諸

外国の空港では我が国の多くの空港と異なり航空系事業と非航空系事業が一体となった空

港経営が行われていることから、航空系事業において着陸料等を引き下げる一方、空港全

体の売上の５割以上を占める非航空系事業の収入を高めるための取り組みを進めるなど、

激しい空港間競争を勝ち抜くための努力が行われている。 

 

① イギリスの事例 

 イギリスでは、サッチャー政権下においてヒースローを始めとする主要 7 空港を運営

する BAA が 1986 年に株式会社化され、1987 年にその株式が株式上場（IPO）により売却

された。その際、政府は重要決議事項の拒否権を有する黄金株を保有するとともに、同

一の株主が 15%以上の株式を保有してはならない大口規制を定めていた。しかしながら、

2003 年に EU の最高裁判所による勧告を受けて黄金株が廃止されるとともに、大口規制も

撤廃されている。その結果、2006 年 7 月にはスペインの不動産会社であるフェロビアル

が率いるコンソーシアムに株式が買収され、同年 8 月以降上場廃止となっている。その

後、2009 年 3 月に英国の競争委員会が、BAA がロンドンの 3 空港とスコットランドの 2

空港を共に持つことが健全な競争の弊害となっていると勧告し、BAA は 2009 年 10 月にガ

トウィック空港を売却した。なお、BAA では民営化当初はサービス水準に関する規制が導

入されていなかったが、その後、例えば 2008 年に保安検査の待ち行列に関する基準が導

入されるなど、サービスの質を向上させるための取り組みが継続して行われている。 

 その他の空港は地方自治体が管理しているが、直近 3 年のうち 2 年間の年間収入が 100

万ポンド以上である自治体空港については、商業ベースの自由な企業活動を認めること

によって経営効率化を図ることを目的として株式会社化されている。ただし、その株式

の売却は地方自治体に一任されている。 

 

② フランスの事例 
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 フランスでは、2004 年に国が管理していた 150 空港が地方に移管されるとともに、2005

年に ADP（パリ空港公団）の政府 100％出資による株式会社化及び主要地方空港における

株式会社の設立が法律で定められた。 

 ADP は 1945 年に 14 空港を所有・経営する公団として設立されており、2005 年に株式

会社化された後、2006 年に政府が保有株式の一部を株式上場（IPO）によって売却してい

る。ADP の株式売却に際し、外資規制や大口規制は設定されていないものの、政府が ADP

の株式の過半数を保有することが法律で定められている。 

 主要地方空港については 12 空港が株式会社設立の対象として定められており、これら

の空港においては、政府が 60％を出資する株式会社が設立され、最長 40 年の長期コンセ

ッション契約を政府と締結している。その後、これらの空港については、現時点では政

府による株式の売却は実施されていない。 

 

③ ドイツの事例 

 ドイツでは、フランクフルト空港を所有するフラポート株式会社が 1924 年にドイツ連

邦政府が 25％、ヘッセン州とフランクフルト市が 75％を出資する株式会社として設立さ

れている。その後、連邦政府、州及び市は、2001 年に株式の一部を株式上場（IPO）によ

り売却した。更に連邦政府は 2007 年に残る全ての保有株式を売却している。 

 連邦政府はフラポートの株式売却に際し、外資規制や大口規制を設定していないが、

30 年間は公的セクターが過半数を維持するという同意が、連邦政府、州、市、フラポー

トの間でなされており、これが公的セクターによる保有規制となっている。 

 

④ オーストラリアの事例 

 オーストラリアでは、1992～93 年に 230 の国管理空港を地方に移管するとともに、政

府が引き続き関与していた空港（政府 100%出資の FAC（Federal Airports Corporation）

管理の 22 空港）について、1996 年に一旦政府の所有に移し、その後民営化を実施した。 

 オーストラリアの民営化は 3 つのフェーズに分けて実施されている。第 1 フェーズで

は主要 3 空港について、第 2 フェーズではその他の 15 空港についてそれぞれ長期リース

（99 年）により入札にかけられた。第 2 フェーズでは収入が少ない地方空港も民営化の

対象となっているが、主要な空港や近隣地域の空港と組み合わせることで、それらの空

港の民営化が実現されている。第 3 フェーズでは、最後に残ったシドニー空港の民営化

が行われた。シドニー空港は第 1・第 2 フェーズと異なり、政府は 100%出資により設立

したシドニー空港会社と 99 年のリース契約を行ったうえで、2002 年にシドニー空港の株

式をトレードセールにより売却している。 

 現在では、オーストラリア政府は全ての空港において株式を保有していないが、外資

規制として外国人の株式所有が 49%以下に制限されている。 
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⑤ 韓国の事例 

 アジアでは、韓国の仁川国際空港が国 100％出資の仁川国際空港公社により所有されて

おり、将来的に政府は保有株式の 49％を株式上場により売却する方針を示している。 

 また、仁川国際空港以外の 14 空港は国 100％出資の韓国空港公社によって所有されて

おり、これらについては経営効率化に向けた取り組みとしてコスト構造の比較を実施す

ることを目的に、1つの空港においてモデルケースとしてコンセッションを実施する方針

が示されている。 

 



２３年度 
(2011) 

検討会提言 

空港経営改革の進め方(スケジュールイメージ) 

現行の空港機能施設 
事業者の指定 等 

２４年度 
(2012)  空港経営改革の実行方針の策定 

・27空港における空港経営改革の目的と方向性の「原則（Principle）」

地方自治体・空港ビル会社等の 
関係者からの意見聴取 

空港経営改革の 
実行方針の検討 

  ・27空港における空港経営改革の目的と方向性の「原則（Principle）」、
 実行スケジュール 等 

マーケット・サウンディングの実施 
・ノンバインディングな公募受付 
・民間事業者（既存のターミナル事業者を含む）、関係自治体等、地域の関 
  係者から幅広く提案を募集 
・国が有している開示可能な情報を最大限開示

実
行
方
針
を
踏
ま
え

２５年度 
(2013) 

 

経営一体化と運営委託の推進体制の整備 

官と民の知識と経験を総動員し、効率的にノウハウの共有化と蓄積を図っ

ていく体制を構築 

① マーケット・サウンディングを踏まえた民営化手法等の具体的な検討 

② 経営 体化に向けた空港関連企業との円滑な交渉（必要に応じ 資産等

（
地
方
自
治
体
と

え
た
調
整 

２６年度 
(2014) 

② 経営一体化に向けた空港関連企業との円滑な交渉（必要に応じ、資産等

     の取得を含む。） 

③ 投資家や民間事業者にとって十分な内容の開示資料の作成 

④ 新たな民間の運営主体の選定及び契約締結、運営のモニタリング支援 等 

と
民
間
企
業
（
空
港
ビ
ル
会

改
正
Ｐ
Ｆ
Ｉ
法

マーケット・サウンディングの内容に基づき

新たな「事業
者の指定」 

（5年） 

空港経営改
革の進め方
に関する協

 
 
 
 
 
 

会
社
等
を
含
む
）の
共
同

法
上
の
提
案 

【第一次空港群の運営委託等の実現】
経営一体化の合意 

・入札（Bidding）・審査のプロセス 

【
入
札

数次に渡る運営委託等手続きの開始 
個別空港毎の 
円滑な交渉 

第1フェーズ 

に関する協
定の締結 

 
 
 

３０年度 
(2018) 

３１年度 

・
・
・ 

提
案
も
含
む
） 

【第 次空港群の運営委託等の実現】

【第二次空港群の運営委託等の実現】  経営一体化の合意 

札
プ
ロ
セ
ス
】 

第２フェーズ 

(2019) 
 
 

３２年度 
(2020)  ２７空港について空港経営改革の実現 
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委 員 名 簿 

     

赤井 伸郎   大阪大学大学院国際公共政策研究科教授 

赤羽 貴    ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ・毛利・友常法律事務所弁護士 

荒木 秀   三菱 UFJ ﾓﾙｶﾞﾝ・ｽﾀﾝﾚｰ証券株式会社 ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞﾃﾞｨﾚｸﾀｰ 

上村 多恵子  （社）京都経済同友会常任幹事（交通政策審議会委員） 

江口 直明   東京青山・青木・狛法律事務所弁護士 

岡田 孝    株式会社日本総合研究所 公共コンサルティング部 部長 

樫谷 隆夫   公認会計士・税理士 

金谷 隆正    株式会社日本経済研究所 常務取締役調査本部長 

木場 弘子   ｷｬｽﾀｰ、千葉大学特命教授（交通政策審議会委員） 

住田 直伸   株式会社みずほｺｰﾎﾟﾚｰﾄ銀行 証券部長 

高橋 はるみ  北海道知事 

田邉 勝巳   慶應義塾大学商学部商学科准教授 

花岡 伸也   東京工業大学大学院理工学研究科准教授 

福田 隆之   株式会社野村総合研究所 主任研究員（国土交通省成長戦略会議委員） 

◎御立 尚資   株式会社ﾎﾞｽﾄﾝｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ 日本代表 

（国土交通省成長戦略会議委員 座長代理（航空分野取りまとめ）） 

○柳川 範之   東京大学大学院経済学研究科准教授（国土交通省成長戦略会議委員） 

 

三井 辨雄   国土交通副大臣 

市村 浩一郎  国土交通大臣政務官 

（５０音順・敬称略） 

（◎：座長、○：座長代理） 
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開 催 状 況 

 

【平成２２年１２月 ３日 第１回検討会】 

 ○空港運営等の状況 

・国土交通省成長戦略会議報告書の概要 

・空港を取り巻く状況 

・海外における空港民営化等の事例 

 ○討議 

 ○今後の進め方について 

 

【平成２３年 １月２８日 第２回検討会】 

 ○学識経験者からのヒアリング 

・株式会社大和総研 シニアコンサルタント        平井 小百合氏   

・関西学院大学経済学部 教授      野村 宗訓氏 

・慶應義塾大学商学部 教授           中条  潮  氏 

 

【平成２３年 ２月 ８日 第３回検討会】 

 ○金融機関・PPP 関係者からのヒアリング 

・三菱商事株式会社 執行役員 

       新産業金融事業グループ 産業金融事業本部長 廣本 裕一氏 

・株式会社三井物産戦略研究所 

       プロジェクト・エンジニアリング室 室長   美原 融 氏 

・マッコーリーキャピタル証券会社  副会長   舟橋 信夫氏 

 ○海外 LCC からのヒアリング 

・エアアジア X Network Management Head  Mr. Senthil Balan 
 

【平成２３年 ２月２５日 第４回検討会】 

 ○本邦エアライン、航空連合からのヒアリング 

・全日本空輸株式会社 常務取締役執行役員    篠辺 修 氏 

・株式会社日本航空インターナショナル 

       執行役員 経営企画本部長          佐藤 学 氏 

・スカイマーク株式会社 常務取締役       有森 正和氏 

・株式会社フジドリームエアラインズ 

     取締役副社長                内山 拓郎氏 

・航空連合 会長                山本 大博氏 
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【平成２３年 ３月 ８日 第５回検討会】 

 ○空港ビル会社からのヒアリング 

・日本空港ビルデング株式会社    

     代表取締役副社長                  土井 勝二氏 

     顧問                     古賀 茉貴雄氏 

・那覇空港ビルディング株式会社   

     常務取締役                     島田 章一郎氏 

・宮崎空港ビル株式会社       

     代表取締役社長                   長濵 保廣氏 

・北陸エアターミナルビル株式会社 

     代表取締役専務                   岡田 靖弘氏 

 ○海外 LCC からのヒアリング 

・ジェットスター航空 

          Group CEO                Mr. Bruce Buchanan 

                Executive Manager Strategy            Mr. Vincent Hodder 

 

【平成２３年 ４月２６日 第６回検討会】 

 ○空港会社からのヒアリング 

・中部国際空港株式会社 代表取締役社長          川上 博 氏 

 ○地方公共団体からのヒアリング 

・福岡県 副知事                                 牛尾 長生氏 

・熊本県  副知事                                 兵谷 芳康氏 

・静岡県  理事（交通ネットワーク担当）           岩﨑 富夫氏 

  

【平成２３年 ５月２３日 第７回検討会】 

 ○自由討議 

 

【平成２３年 ７月２６日 第８回検討会】 

 ○とりまとめに向けた討議① 



参 考 資 料 
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Ⅲ 「民間の知恵と資金」を活用した空港経営の抜本的効率化 
             ～国土交通省成長戦略会議報告書（平成２２年５月１７日公表）（抜粋）～ 

 

空港整備勘定（旧空港整備特会）は、空港の利用者である航空会社が負担する着陸料等の空港使用料や一般

１．現状の課題・問題点（抜粋） 

会計からの繰り入れ（いわゆる真水）を主な財源とし、国が管理する空港の整備、維持・運営を行うとともに、地方

自治体が管理する空港の整備にも補助を行ってきた。この空港整備勘定によって、結果として利用実績が乏しい

空港も含め整備を行い、全国で９８の空港が供用されている。 

国も最近になって空港政策を「整備」から「運営」へとシフトさせ、平成２０年に「空港整備法」を「空港法」と改正し

たところである。この際、空港を整備の財布である空港整備勘定の在り方についても必要な見直しを行うべきで

あったが、実際には、空港政策のシフトが不完全な状態のままとなっている。あったが、実際には、空港政策のシフトが不完全な状態のままとなっている。

また、既に整備された空港の運営の効率化の観点からも課題が多い。特に、大部分の空港においては、航空イ

ンフラの構築・維持主体としての国や自治体等（着陸料等の航空系収入の受け手）と空港ビル等の空港関連企業

（物販、テナント料、駐車場代等の非航空系収入の受け手）が別組織となっている（いわゆる上下分離）ことに加え、

非航空系収入の受け手たる空港関連企業へのガバナンスの仕組みが十分とは言えない状況である。そのため、

非航空系部分で十分な収益を上げ、これを原資として着陸料や施設利用料等の低廉化を図り、利用促進につな

げるという 諸外国の空港で 般的なビジネスモデルが確立されていないげるという、諸外国の空港で一般的なビジネスモデルが確立されていない。

こうした状況を改善するため、中期的には、諸外国の空港と同様に、空港関連企業と空港との経営一体化、民

間への経営委託（コンセッション）ないし民営化を通じて、航空インフラの構築と維持の双方に、可能な限り「民間の

知恵と資金」が投入されるような仕組みの構築を指向すべきと考える。 

その上で、そこに至る具体的な道筋として、空港経営の効率化のためのガバナンス構築（２－１）を図るとともに、

公租公課も含めた空港整備勘定の各歳入・歳出のあり方の見直し（２－２）を行う。 

 

２－１： 空港経営効率化のためのガバナンス構築 
 

（１）ガバナンス構築の方向性・進め方 

効率的なガバナンスの強化を図る観点からは 先述の通り 中期的には ①空港関連企業と空港との経営

２．課題に対応した政策案（抜粋） 

効率的なガバナンスの強化を図る観点からは、先述の通り、中期的には、①空港関連企業と空港との経営

の一体化及び、②民間への経営委託（コンセッション）、ないし民営化を指向すべきである。 
 

（２）課題に対応した政策案 

①経営一体化、民間への経営委託・民営化に関する取組み 

空港関連企業と空港との経営一体化及び民間への経営委託（コンセッション）ないし民営化については、

平成22年度から有識者による検討会を立ち上げ 経営一体化等に向けた論点整理 ベストプラクティスの平成22年度から有識者による検討会を立ち上げ、経営 体化等に向けた論点整理、ベストプラクティスの

早期展開等に関して検討を開始し、おおむね1年程度を目処に結論を得る。 

地方自治体等の関係者との調整が整い、経営一体化等に向けた環境が整備され次第、対応が可能な

空港について先行的に経営の一体化等を実施していく。 

これら先行事例の蓄積（戦略４に基づく関空・伊丹の成果等も検証）と課題抽出・解決策の検討を踏まえ、

他の空港にも経営一体化等の取組みを広げていくこととしたい。 
 

（３）留意点 

現段階での初期分析によれば、ガバナンスの欠如もあり、空港そのものと空港関連企業とをあわせても、赤

字状態にある空港が相当数存在。地方自治体の巻き込み、および適切な経営を行うことへのインセンティブス

キームを構築することが、変革実行上の必要条件となろう。 

民間への経営委託（コンセッション）か民営化のいずれを選択するのかについては、空港運営主体に対して

国が航空政策 観点からど ように関与すべきか 国民 重要な資産 ある空港をど ように活用する か国が航空政策の観点からどのように関与すべきか、国民の重要な資産である空港をどのように活用するのか

等に関する国民の目線や広い視野に立った議論が必要。また、空港に対する国と地方自治体等の関与のあり

方に関する検討も欠かせない。 

羽田空港のターミナル会社は、上場企業であり、上下一体型を志向するためには、TOB等の手段が必要と

なるが、実効性があるか検討が必要である。 
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空港分布図 

2
5
 

平成23年4月1日現在 本検討会の対象空港 



空港の種別 

（計３空港） （計 空港）（計３空港） （計２０空港） （計５空港）

（計２０空港） 

2
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（計３４空港） 

（計８空港） （計８空港） 



2 6 

国管理空港の空港別収支及び空港関連事業の収支（試算）の単純合算（平成２１年度） 

・広島 ・鹿児島 

・松山 
・ 熊本 ・福岡 

・仙台 

・羽田 

[乗降客数] 

[

平
成
21
年
度
：
空
港
別
収
支
及
び
空
港
関
連
事
業
の
収
支
（
試
算
）の
単
純
合
算
し
た
Ｅ
Ｂ
Ｉ
Ｔ
Ｄ
Ａ] 

1,000万人 200万人 

※注2：平成２１年度空港別収支（パターン③：空港整備に係る経費を費用に計上するとともに、純粋一般財源も含めた一般会計受入を収益に計上）と空港関連事業（旅客、貨物ターミナルビル事業 
     者及び駐車場事業者）の収支(試算)を単純合算したＥＢＩＴＤＡ。 
※注3：八尾空港、千歳空港は乗降客数がゼロのため記載していない。また、百里空港は平成２1年度末の開港のため記載していない。 

赤
字 

黒
字 

・新千歳 

・那覇 

・宮崎 

 ・小松 

・函館 

・丘珠 

・三沢 

・稚内 

・大分 

・高松 ・高知 

・北九州 

・新潟 

・釧路 
・徳島 

・美保 

２０億 

△２０億 

４０億 

・長崎 

△４０億 

※注4：羽田空港は、当該空港関連事業以外の事業についても単体決算に含まれているため、その状況により変動がある。 

注2 

１００億 

５００億 

～ ～ 

～ ～ 

※注１：「EBITDA：Earnings Before Interest,Taxes,Depreciation and Amortization（利払前税引前償却前営業利益）≒経常利益＋支払利息＋減価償却費」。各空港が1年間の営業を通じて得られる 
     キャッシュフロー（実質的な利益水準）を表す指標であり、投資家等が企業分析をする際によく使用される指標のひとつ。 

空港毎の収支状況（EBITDA 試算）
注1

2
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戦略的オープンスカイ交渉の推進 

○アジア ＡＳＥＡＮ諸国を中心に 各国との間で戦略的にオ プンスカイ交渉を推進することで 我が国を○アジア・ＡＳＥＡＮ諸国を中心に、各国との間で戦略的にオープンスカイ交渉を推進することで、我が国を
中心とした国際航空ネットワークの充実を図り、ヒト・モノ・カネの流れの倍増を通じて、我が国の持続的な
成長に寄与。 

○ 「新成長戦略」（平成22年6月18日閣議決定）に基づき 首都圏空港を含め 徹底したオープンスカイを

オープンスカイを効果的に推進するため、以下の要素を考慮しつつ、 
交渉相手国及びそ 優先度を戦略的 決定

○ 「新成長戦略」（平成22年6月18日閣議決定）に基づき、首都圏空港を含め、徹底したオ プンスカイを
推進。７ヵ国・地域との間で首都圏空港を含めたオープンスカイに合意済み。 

交渉相手国及びその優先度を戦略的に決定

・本邦企業を含む需要の大きさ、成長性（特に２国間輸送の需要に着目） ・ＬＣＣを含む新規参入・増便の蓋然性・切迫性 

オ プンスカイ実現 の積極的姿勢 安全 セキ リテ に関する監督体制の充実・オープンスカイ実現への積極的姿勢 ・安全、セキュリティーに関する監督体制の充実 

・ＶＪＣ指定国か否か ・経済・外交関係の重要性 

2
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○ 韓国            2010年12月22日合意   ○ 米国 2010年10月25日合意 

オープンスカイ政策の進捗状況 

   ○ シンガポール  2011年1月19日合意 ○ マレーシア 2011年2月24日合意 

   ○ 香港        2011年5月19日合意        ○ ベトナム     2011年6月9日合意   

○ 今後の予定として８月以降 インドネシア等と協議日程を調整中

   ○ マカオ       2011年7月14日合意   

○ 今後の予定として８月以降、インドネシア等と協議日程を調整中
○ 東アジア・ＡＳＥＡＮの国・地域を最優先に精力的に交渉を行い、主要国との間では、当初の予定通り、平

成23年度中の合意を目指す 



日米オープンスカイ了解覚書（ＭＯＵ）の概要 

日米オ プンスカイの実施により 日米双方の航空企業は 自由な経営判断により新規参入

平成22年10月25日に国土交通大臣と駐日米国大使が以下の内容の日米オープンスカイ了解覚書（Ｍ

日米オープンスカイの実施により、日米双方の航空企業は、自由な経営判断により新規参入、 
新規路線の開設、増便、運賃の設定、他の航空企業との連携等を行うことが可能となる。 

自国内地点、中間地点、相手国内地点及び以遠地点のいずれについても制限なく自由にルートを設定すること

路線 
ＯＵ）に署名した。なお、公文の交換は11月13日に実施されている。 

ができる。 

便数の制限は行わない。 
便数 

参入企業数の制限は行わない。 

便数の制限は行わな 。

参入企業数 2
9
 

同一国・相手国・第三国の航空企業とコードシェア等の企業間協力を行うことができる。 
コードシェア等 

運賃

航空運賃の設定については、差別的運賃等一定の要件に該当するものを除き、企業の商業上の判断を最大限
尊重するとともに、可能な限り迅速な審査を行う。 

運賃

 
 さらに、日米オープンスカイの実施と併せて、同一のアライアンスに属する日米双方の航空企業（＊）が独占禁止法
適用除外（ＡＴＩ）を取得することが可能となり、アライアンス間の競争を通じて、運賃の低下、乗り継ぎ時間の短縮等、
更なる利用者利便の向上が期待される

（参考） 

更なる利用者利便の向上が期待される。

○ワンワールド     
○スターアライアンス   ： 全日空 ＋ ユナイテッド航空 ＋ コンチネンタル航空 

： 日本航空 ＋ アメリカン航空 （＊） 



我が国へのＬＣＣ （格安航空会社）の就航状況 

ＬＣＣ（格安航空会社）は東アジア等でも急成長しており、我が国への就航も増加してきている。

国・地域 航空会社 乗入年月日 日本就航路線 備考 

定期便 （８社、予定２社） 

東 長 、 増

（2011年７月現在） 

日本 

ピーチ・ 
アビエーション 

12年5月予定 関西＝仁川（予定） 
全日空33.44%出資 
12年3月関西＝新千歳、関西＝福岡
就航予定 

エアアジア・ジャパン 12年8月予定 未定 全日空67%、エアアジア33%出資 

チェジュ航空 09年3月20日 
関西＝仁川 （デイリー） 関西＝金浦 （デイリー） 
関西＝済州 （週３便）  北九州＝仁川 （週３便） 
中部＝金浦 （デイリー） 

福岡 釜山 （デイリ ） 関西 釜山 （デイリ ）
韓国 エアプサン 10年3月29日 

福岡＝釜山 （デイリー） 関西＝釜山 （デイリー）
成田＝釜山（デイリー） 

アシアナ航空46%出資 

ジンエアー 11年7月15日 新千歳＝仁川 （週２便） 大韓航空100%出資 

イ スタ 航空 11年5月5日
新千歳＝仁川 （週２便）（7/13～8/27 週４便）
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イースター航空 11年5月5日
成田＝仁川（デイリー） 

シンガポール 
ジェットスター･アジア
航空 

10年7月5日 関西＝台北＝シンガポール（デイリー） カンタスグループ49%出資 

マレ シア エアアジアX 10年12月9日 羽田＝クアラルンプ ル （週３便）マレーシア エアアジアX 10年12月9日 羽田＝クアラルンプール （週３便）

フィリピン セブ・パシフィック航空 08年11月20日 関西＝マニラ （週３便） 

ジェットスター

成田＝ゴールドコースト（デイリー） 
成田＝ケアンズ （デイリー） 

オーストラリア 
ジェットスター
航空 

07年3月25日 関西＝ゴールドコースト（デイリー） 
ｹｱﾝｽﾞ - 関西 - ｹｱﾝｽﾞ - ｼﾄﾞﾆｰ（週２便） 
ｼﾄﾞﾆｰ - ｹｱﾝｽﾞ - 関西 - ｹｱﾝｽﾞ（週２便） 

カンタスグループ100%出資 

プログラムチャーター便 （１社） 

国・地域 航空会社 乗入年月日 日本就航路線 備考 

中国 春秋航空 10年7月28日 茨城＝上海（週３便） 高松＝上海(週２便) 



地方空港における国際航空ネットワークの展開 

地方空港２５空港において
2011年夏期当初計画の定期旅客便数。 

 
ソウル：１０便 釜山：３便 

新千歳空港（9都市49便） 

地方空港２５空港において 
週４８５便の定期国際旅客便が就航 
就航都市数：２４都市 

便数は週当たりの往復便数。経由便の場合、経由地も１便としてカウント。
就航都市数には経由地も含む。 
赤字は東日本大震災の影響等で、当初計画と比較して減便・運休が発生している路線 

旭川空港 1社

秋 空港

香港 ：８便 上海：５便 
北京 ：４便 大連：２便 瀋陽：２便 
台北 ：１４便 グアム：２便 
ユジノサハリンスク：１便  

ソウル：３便 

函館空港 1社 

ソウル：２便 

旭川空港 1社

福岡空港（18都市185便）

ソウル：４便 
青森空港 1社 ソウル：３便 

秋田空港

ソウル：７便 上海：４便 ソウル：７便 台北：４便 長春：２便

仙台空港（7都市27便）  

ソウル：３５便  釜山：２８便  済州：３便      
北京：１１便（うち大連経由７便、青島経由４便） 
大連：１１便（うち北京行７便） 青島：４便（北京行） 
上海：２１便 広州：３便 瀋陽：２便 武漢：７便（上海経由） 
台北 １８便（うち香港行７便） 香港 １４便（うち台北経由７便）

福岡空港（18都市185便）  

新潟空港（4都市19便） 

ソウル：５便 上海：２便 広島空港（6都市45便）  
福島空港（2都市7便）  

小松空港（3都市10便）

ハルビン：４便  グアム：２便 
ハバロフスク：１便 
ウラジオストク：１便 

ソウル：７便 台北：４便 長春：２便
北京：５便 （うち大連経由２便、上海経由３便） 
大連：２便（北京行） 上海：３便（北京行） グアム：４便 

台北：１８便（うち香港行７便） 香港：１４便（うち台北経由７便）
シンガポール：５便 バンコク：７便  マニラ：５便           
ホーチミン：２便 ハノイ：２便 グアム：７便  3
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ソウル：３便 北京：７便 
上海：２便 大連：７便  

富山空港（4都市19便）  ソウル：７便  上海：７便  
北京：５便（大連経由） 
大連：８便（うち北京行５便） 
成都：７便 天津：３便  
台北：６便 グアム：２便

ソウル：４便 上海：４便  台北：２便 

小松空港（3都市10便）

ソウル：３便
米子空港 

茨城空港

ソウル：１４便 上海：４便 
ソウル：３便 

岡山空港（5都市22便）

台北 ６便 グアム 便

静岡空港（2都市18便）  

ソウル：３便

高松空港

北九州空港 ソウル：７便 

茨城空港

長崎空港(2都市4便)

ソウル：７便  上海：７便  
北京：３便（大連経由） 大連：３便（北京行） グアム：２便 

岡山空港（5都市22便）

ソウル：３便 上海：２便 
ソウル：２便 
大分空港 

ソウル ５便 上海 ２便
那覇空港（4都市30便）  

宮崎空港（ 都市 便）

松山空港（2都市5便） 

ソウル：３便 

高松空港
ソウル２便 上海：２便 

長崎空港( 都市 便) 

ソウル：３便 

熊本空港 

ソウル：５便  上海：２便
台北：１４便   香港：９便 

ソウル：３便 上海４便 
鹿児島空港（2都市7便） 

ソウル：３便 台北：２便 

宮崎空港（2都市5便） 



地方空港におけるチャーター便の運航状況 

宿泊施設の手配に関する要件の緩和、運航頻度に関する制限の撤廃、個札販売の上限の緩和など、航空企業の経営判断によ宿泊施設の手配に関する要件の緩和、運航頻度に関する制限の撤廃、個札販売の上限の緩和など、航空企業の経営判断によ
る自由なチャーター便の運航を可能とすべくチャータールールの見直しを行ってきている。 

361回（台湾・中国等） 旭川 

429回（韓国・台湾等） 
新千歳 

4回（中国等） 女満別 
函館

7回（台湾） 稚内 

２０１０年度は、 

13回（中国）

273回（台湾等） 
108回（台湾等） 2回（台湾） 

14回（台湾 中国）

釧路 
美保 

鳥取 

函館

帯広

４９の地方空港で 
合計４，５６３便の 
国際チャーター便を運航 
        8回（台湾等） 大館能代 13回（中国） 

38回（中国等） 26回（台湾等） 

44回（台湾等） 

（香港 台湾等）

14回（台湾） 

19回（台湾）

14回（台湾・中国）

6回（韓国・香港等） 

83回（韓国・台湾等）

青森 

花巻 

仙台

岡山 

出雲 秋田 

庄内 

山形 99回（香港・台湾等） 19回（台湾） 

57回（台湾・中国等） 

87回（韓国・台湾等） 
19回（タイ等） 

83回（韓国 台湾等）

69回（韓国・マカオ等） 

仙台

新潟 

福島 

広島 小松 
山形

2回（台湾） 石見
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26回（台湾） 
201回（台湾等） 

6回（中国等） 115回（韓国・香港等） 北九州 

富山 
松本 

能登
2回（台湾）

24回（台湾・中国等） 山口宇部 

2回（中国） 
伊丹 

65回（台湾・韓国等）

12回（中国等） 大分 
285回（台湾等） 茨城 

183回（台湾・中国等） 静岡 751回（韓国） 対馬 

高松

12回（中国等） 
148回（中国・アメリカ等）

36回（韓国） 

21回（韓国・中国等）

65回（台湾・韓国等） 

33回（台湾等） 

徳島 
松山 

熊本長崎 

佐賀 

福岡

18回（台湾） 南紀白浜 
284回（台湾） 

台湾

石垣 

徳之島

高松

23回（韓国・台湾等） 高知 

21回（韓国・中国等）

87回（台湾・香港等） 鹿児島 80回（韓国・台湾等） 

28回（台湾等） 
熊本

宮崎 
332回（香港・中国等） 

4回（台湾）徳之島

3回（台湾） 種子島 
2回（台湾） 
宮古島 

那覇 


